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～～～自自動動車車のの運運転転手手かからら見見たたた歩歩行行者者へへの意識～～自動車の運転手から見た歩行者への意識～
交通安全シリーズ！

「正常性バイアス」とは？　自分だけは大丈夫という思考のことを意味します。災害や事故では、いつ自
分が当事者になるかもしれないという備えの気持ちが大切です。

１．自動車から見落とされる

　歩行者に潜む危険

　道路は全てが見通しの良いとこ

ろだけではありません。一方、自

動車の運転者も寝不足や体調不良

などによって常時健全な状況で運

転しているとは限りません。見通

しの悪い交差点では歩行者の存在

は見えづらく、小さな子どもがボ

ールを追いかけて飛び出すことも

あります。運転者は、突然の人の

姿に対処が求められます。自動車

の運転手が気づいて反応するため

には思考が健全な状態で平均1秒

ほど、自動車を完全に停止させる

ためには約1.5秒の時間がかかる

と言われます。自動車の走行時速

によりますが、自動車を完全に停

止させるまでに時速40kmで走行

していた場合、22ｍの距離が必要

　歩行者が交通教育を受ける
機会はそれほど多くありませ
ん。とくに小さな子どもが交
通ルールを理解するは難しい
ものです。自動車の運転手は
歩行者に対してどのような意
識を持って運転すべきかにつ
いて考えてみましょう！

２．自動車と歩行者の

　意識の相違による危険

３．自動車の死角と危険性

　車の運転者は道路環境に応じて

様々な危険に対する予測を立てな

がら、対処行動を取れるように安

全運転を心がけています。しか

し、そんな運転者でも見落としは

あるものです。例えば、車同士が

すれ違うのがやっとという狭い道

路で歩行者の側方を通過する場合

の車の運転者と歩行者の意識につ

いて考えてみましょう。車の運転

者は、歩行者が急に車道に出てく

ることはよほどのことがない限り

ないだろうと予測します。他方、

歩行者は、自分が車道に踏み込ん

でも車が何らかの対処をしてくれ

るだろうと考えます。もし、車の

運転者が寝不足で思考が停滞して

いたらどうでしょう？　歩行者の

思い込みとは裏腹に、車の運転者

の歩行者への意識欠如により接触

事故などの重大事故につながるこ

とになります。

　歩行者は、車の運転者が何とか

と言われます。まさに車は急に止

まれない！なのです。

　また、止まっている車の後ろを

何気なく歩いている人は少なくあ

りません。自動車の運転手は必ず

後ろを確認してから後退するとも

限りません。歩行者が見落とされ

たままの状態で突然車が後退して

くる危険性もあるのです。歩行者

は自動車の運転者を信頼するので

はなく、いつでも見落とされる存

在と認識して交通社会に関わる必

要があります。

してくれるとは思い込まず、車の

運転者は危険な行動を取る可能性

もあるとの認識のもと、車の動き

に対して常に意識を向けておくこ

とが求められるのです。
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　車の運転席からはタイヤはもち

ろん、車の真横にある縁石など見

ることができないところがありま

す。そのため、運転者はそのよう

な死角を確認するためにミラーな

どを活用したり、目視確認したり

することでできる限り見落としの

ないように注意して運転をしてい

るはずです。

　しかし、どれだけ努力をしても

確認することができない死角もあ

ります。したがって、運転者は車を

動かす前には車両周辺の死角を一

巡し、死角に人や物がないかを確認

してから運転をする必要がありま

す。一方、歩行者にとっては運転

席から見落とされる場所に入り込

まないことが交通事故への防衛策

と認識し行動すべきでしょう。
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「造作」とは？　建築内部に設置した畳、建具、電気・水道施設など、仕上げ材・取り付け材の総称。

事業を継続していくための
リスク対策 損害保険代理店活用シリーズ

豆辞典豆辞典豆辞典

●保険の加入目的は明確か？
　近年、豪雨による浸水被害が頻発していま
す。当然、１階部分にある物件においては水
害による損失が想定されるわけですが、テナ
ントビルの１階部分で営業する飲食店や美容
室などの店舗では、借室部分に1,000万円以
上の経費をかけて造作を設置するケースが少
なくありません。
　１階部分の店舗であれば、これらの造作が
浸水により損害を受ける可能性は高いので、
多くの企業では損害保険を契約されると思い
ます。テナント契約者の場合、これら造作は
火災保険の「設備・什器」として、他の什器
備品とともに契約することが一般的です。
　しかし、一部の火災保険では「設備・什
器」の水災時の補償が損害額の５％となって
いるものがあります。これを認識せずに契約
していた場合、「水害を想定しながら、その
補償がほとんどない保険に入っている」とい
う恐ろしいことになってしまいます。

　2011年４月に発生した、焼肉店が提供し
たユッケによる集団食中毒事件
は、報道によると遺族や被害者
への約１億7,000万円の賠償命
令に対し、支払われた保険金が
9,000万円弱と、損害額の約半
分にとどまっています。
　この運営会社は2011年７月
に解散していますが、保険加入
にあたり、「どのような事態

　企業を取り巻く様々なリスクに対して、損害保険は実に幅広い
補償を提供しています。しかし、その保険選びが企業のリスク実
態に合っていなければどうなるでしょうか？　今回は、そんなミ
スマッチの実例ならびに、ミスマッチを防ぐポイントについて取
り上げます。

リスクに合った保険に加入しよう！

保険加入の注意点チェックポイント
損失想定（リスクの洗い出し）は、人的
・物的・賠償・収益の４つの視点で

どのような事態が起きて、その
結果どのような損失が生じるか

できる限り、補償額（保険金額）を想定
損害額と同額に設定しておく

その損害額はどれくらいか

補償額は損害額の100％なのか、あるい
は制限（縮小）されるのかを確認する

その損害額は保険でどこまでカ
バーされるか

財物にかける保険の保険金請求権は、そ
の財物の所有者のみである点に注意

その保険は、自社に保険金が入
るのか

で」「どのような損害が生じるか」「その規
模はどれくらいか」を検証していれば、その
後の状況が変わった可能性もあります。
　また、2016年12月に発生した、糸魚川大
規模火災では、火元となった中華料理店にて
大型コンロの消し忘れが原因とされており、
強風の影響もあり類焼範囲が約40,000㎡と
広範に及んだために甚大な被害が生じまし
た。被害総額は数十億円に及ぶといわれてい
ます。
　また、ホテルなどの建物を所有者から１棟
全体を借りて事業を行う際に、その建物にテ
ナントである事業運営会社が火災保険をかけ
るケースがありますが、この建物に事故があ
った場合、保険金請求権は建物の所有者にし
かありません。保険を契約した事業運営会社
がそのことを知らず、建物の修理（保険金の
使い方）を巡ってトラブルになることがあり
ます。
　これらの例からも、保険加入は図表のよう
に、事前に自社のリスクをしっかりチェック
したうえで行われることをお勧めいたしま
す。

図表　リスクと保険のミスマッチ解消のためのチェックポイント

●リスク想定からはじめよう




